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介護予防・日常生活支援総合事業における 
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重要事項説明書 

   年  月  日現在 

 

この重要事項説明書は、利用契約書や当該事業所の運営規程の概要、従業者等の勤務体制

等、お客様のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記したものです。 

 

１．木下の介護 茅ヶ崎で提供する訪問介護についてのご相談窓口 

担当者 サービス提供責任者 ： 村上 勇樹、水間 真帆 

電話番号 
TEL:0467-51-0533  

・ご利用時間 担当者勤務日における 9時 00 分から 18時 00 分 

 

２．当社の概要 

（１）本社 

法人名 株式会社 木下の介護 

所在地 〒163-1329 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 

          新宿アイランドタワー２９階 

代表者名 代表取締役 佐久間 大介 

代表電話番号等 TEL：03-5908-1310  FAX：03-5908-2382 

設立年月日 1995 年 10 月 26 日 

基本財産・資本金 1 億円 

（２）木下の介護 茅ヶ崎 

事業所名 木下の介護 茅ヶ崎 

所在地 〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村 4-3-34 

電話番号等 TEL：0467-51-0533 FAX：0467-52-0600 

介護保険指定事業者番号 訪問介護、国基準訪問型サービス（1472403045） 

サービスを提供する地

域 

茅ヶ崎市 

上記の地域以外にお住まいの方の場合、訪問介護員等がお伺いす

る交通費の実費を徴収いたします。また自動車を使用した場合は

次の額を徴収いたします。 

・社用車使用の場合：通常の実施地域を超えて 1㎞につき燃料費

30 円 

・タクシーの場合：実費 

同一敷地内の併設施設

又は事業所 

リアンレーヴ茅ヶ崎（住宅型有料老人ホーム） 

木下の介護 茅ヶ崎（居宅介護支援） 

 

第三者による評価の実

施状況 

なし 

 



 

３．営業日及び営業時間、サービス提供時間 

営業日 月曜日から日曜日 

営業時間 9 時 00 分から 18 時 00 分 

連絡体制 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。 

サービス提供時間 365 日、24時間行う。 

 

４．職員体制 

職  種 人   数   等 

管理者   1 名（常勤） 

  

サービス提供責任者    名（常勤  名・非常勤  名）  

訪

問

介

護

員

等 

介護福祉士     名（常勤   名・非常勤  名） 

実務者研修、初任者

研修修了者 

ホームヘルパー 

１～２級修了者 

     名（常勤  名・非常勤  名） 

その他    名（常勤  名・非常勤  名） 

 

５．従業者の業務内容 

職  種 業  務  内  容 

管理者 

従業者の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に

行います。また、従業者に厚生労働省令で定められた訪問型サー

ビス、指定訪問介護の人員基準及び運営等に関する基準を遵守さ

せるために、必要な指揮命令を行います。 

サービス提供責任者 

サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護等の利用の

申込みに係る調整、訪問介護員等又は従業者に対する技術指導、

訪問介護計画及び国基準訪問型サービス計画に係るサービス計

画の作成、居宅介護支援事業者等との利用者状況に関する情報共

有等を行う。 

訪問介護員等 利用者の方の居宅に訪問し、サービスの提供を行います。 

 

６．サービス内容 

種  類 内      容 

身体介護 

食事介助 配膳、摂食介助、下膳、食事量チェック、水分補給等 

入浴介助 入浴準備 手浴、足浴、洗髪、浴後清掃等 

排せつ介助 ポータブル便器介助、おむつ交換、尿器・便器介助 

ベッド上排せつ介助、尿後後始末、陰部臀部清拭等 



清潔の援助 洗面・歯磨き・爪切り・髭剃りの介助、衣類・寝具交換等 

移動介助 トイレ誘導、車いす・歩行・座位移動介助、体位交換等 

健康管理 通院介助、薬の服薬介助、褥瘡予防等 

生活援助 

買い物 献立作成、日用品等の買い物等 

調理 暖め、きざみ、盛り付け、配膳等 

掃除 居室内などの清掃、換気・室温調整、後かたづけ等 

洗濯 洗濯、乾燥、洗濯物取り入れ等 

 

７．利用料金 

介護保険からの給付を受ける場合の利用料金は次の①と②の費用の合計額です。   

 ① 介護報酬に係る利用者負担分（介護報酬の介護保険負担割合証に記載された割合に

応じた額）  

② 訪問介護員等が利用者の方の居宅までお伺いするための交通費（運営規程第 7 条に

記載の地域にお住まいの方は不要です。） 

  

 注１）介護報酬額については、別紙をご覧ください。 

 注２）お客様が介護サービスを利用した場合、一般的には、その費用の９割～７割が市

町村から事業者に直接支払われます。このため、お客様には、残りの費用のお支

払いをしていただきます。（この場合のサービスのことを「法定代理受領サービス」

といいます。） 

 注３）なお、お客様の状況等により、市町村から直接、事業者に費用の支払いがされな

い場合があります。その場合には、別紙の「介護報酬額」全額を事業者にお支払

いいただき、事業者からサービス提供証明書を発行いたしますので、後日、市町

村の窓口に提出し、費用の払い戻しを受けていただきます。 

 注４）介護保険の給付の範囲を越えたサービス利用は全額自己負担です。 

   

８．利用料金の支払方法 

  利用料金は、次のいずれかの方法でお支払いいただけますようお願い申し上げます。 

指定口座引落 
引落手続を行うことにより、サービスをご利用された月の翌月 

２７日に引き落としによりお支払いただけます。 

金融機関振込 
サービスをご利用された月の翌月末までにお支払いください。 

振込手数料はお客様のご負担となります。 

 

９．サービス利用のキャンセル 

（１）予定されていた日にサービスの利用ができなくなった場合は下記にご連絡ください。 

   連絡先：TEL 0467-51-0533    FAX  0467-52-0600    

（２）お客様のご都合でサービスの利用を中止する場合には、サービス実施日の前日まで

にご連絡ください。当日やご連絡のない無断のキャンセルの場合は、キャンセル料を申し

受けることがございます。ただし、お客様の容態の急変など、緊急やむを得ない事情の場



合は、この限りではありません。また、原則として国基準訪問型サービス（費用負担に 1

回単位の設定がない場合に限る）は対象外とします。 

（３）キャンセル料は、７の利用料金と合わせてご請求させていただきます。 

時   期 キャンセル料 

サービス利用日の２４時間前 無   料 

サービス利用日の１２時間前 介護報酬に係る利用者負担分相当額の５０％ 

サービス利用日の１２時間以内 介護報酬に係る利用者負担分相当額 

 

１０．サービスの利用方法等 

（１）サービスの利用開始 

  ① お客様、ご家族、居宅介護支援事業者、地域包括支援センターからお申し込みを

いただきます。 

② 当社社員がお伺いし、サービスの内容、利用料金等をご説明いたします。 

  ③ サービスをご利用いただく場合は利用契約の締結をいたします。 

  ④ お客様の心身の状況等を踏まえて、「国基準訪問型サービス計画書」「訪問介護計

画書」を作成し、適切なサービスをご提供させていただきます。 

  注）お客様が、居宅サービス計画の作成を依頼している場合には、事前に介護支援専

門員とご相談ください。 

（２）サービスの終了 

  ① お客様のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の７日前までに文書でご連絡ください。ただし、お

客様の病変や急な入院等などやむを得ない理由がある場合には、６日以内でもか

まいません。 

  ② 当社の都合でサービスを終了する場合 

    やむを得ない理由により、サービスの提供を終了させていただくことがございま

す。この場合は、終了の日の３０日前までに文書でご連絡いたします。 

  ③ 自動終了 

    以下の場合には、双方の通知がなくとも、自動的にサービスを終了いたします。 

    ・お客様が介護保険施設に入所したとき 

    ・お客様が要介護者、要支援者又は事業対象者に該当しなくなったとき 

    ・お客様がお亡くなりになったとき又は介護保険の被保険者資格を喪失したとき 

  ④ その他 

    ・当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お

客様やご家族等に対し社会通念を逸脱する行為を行った場合、当社が破産した

場合、お客様は即座にサービスを終了することができます。 

    ・お客様が、利用料金の支払いを２か月分以上滞納し、催告の日から起算して  

３０日以内に、未納となっている利用料金の全部のお支払いを行っていただけ

ない場合、お客様やご家族等が当社や当社の従業者に対して本契約を継続し難

いほどの不信行為を行った場合には、文書で通知することにより即座にサービ



スを終了させていただく場合がございます。 

    ・地震等の天災その他事業者の責に帰すことのできない事由によりサービスの実

施が困難となった場合には、サービスを終了させていただく場合がございます。 

     この場合、それまでにご利用されたサービスについての利用料金をお支払いい

ただきます。 

 

１１．事故発生時の対応 

     利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、

利用者の家族、介護支援専門員（国基準訪問型サービスにあっては地域包括支援セン

ター）に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に賠償すべき事

故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

１２．緊急時の対応方法 

   サービスのご利用中にお客様の容態の変化などがあった場合には、ご家族、医師、

救急隊等へご連絡いたします。 

       

１３．苦情の受付 

事業所内の体制 

窓口担当者  管理者：中村 直貴  

ご利用時間 担当者勤務日における 9時 00分から 18時 00 分 

TEL: 0467-51-0533 FAX:0467-52-0600  

本社お客様窓口 

株式会社 木下の介護 介護ご意見１１０番 

ご利用時間 午前 10 時から午後 6時（土・日・祝日・年末年始

除く） 

連絡先 0120-100-537 

施設外 

＊お住まいの市区町村やご契約されている居宅介護支援事業者、 

国民健康保険団体連合会等で苦情・相談を受け付けています。 

神奈川県国民健康保険団体連合会：045－329-3447、 

茅ヶ崎市福祉部介護保険課給付担当：0467-81-7164、  

 

 

１４．医療費控除について 

  訪問介護サービスが以下の要件を満たしていれば、その自己負担額が医療費控除の対

象となる場合がありますので、事業所の発行する領収書を保管のうえ、税務署等にご相

談ください。（医療費控除の対象となる場合には、領収書の「医療費控除の対象となる金

額」欄に費用が記載されています。） 

 （１）居宅介護支援事業者等が作成した居宅サービス計画に基づき、当該訪問介護が利

用されており、かつ、当該訪問介護を含む居宅サービスに係る費用が支給限度額

の範囲内であること。 

 （２）上記の居宅サービス計画に、次のサービスのいずれかが位置づけられていること。 

tel:042-537-8625


   ① 訪問看護（介護保険法によるもののほか、老人保健法及び医療保険各法による

訪問看護を含みます。） 

   ② 訪問リハビリテーション 

   ③ 居宅療養管理指導 

   ④ 通所リハビリテーション 

   ⑤ 短期入所療養介護 

 （３）当該訪問介護の内容が、生活援助中心でないこと。 

 

 

説明年月日：     年   月   日 

木下の介護 茅ヶ崎 

説 明 者：             ㊞ 

 

株式会社 木下の介護は個人情報の適切な利用・取扱いの為「個人情報の保護に関する法

律」その他の規範を遵守いたします。 
 

 

私は、「木下の介護 茅ヶ崎」の重要事項について、説明を受け同意し、交付を受けました

ので、ここに署名いたします。 

 

              ㊞  

 

 

 



別紙

１．訪問介護の介護報酬に係る費用（利用者1割～3割負担分）

※

木下の介護  茅ヶ崎　訪問介護　料金表
介護予防・日常生活支援総合事業における国基準訪問型サービス　料金表

2024年6月1日現在

地域区分 5級地

項目
サービス1回当たりの料金

所要時間及び内容 単位数
１０割

負担額
１割

負担額
2割

負担額
３割

負担額

通
院
等
乗
降
介
助
な
し

①基本額 身体介護が中心である場合

利用者1割～3割負担額は
単位数を円に換算し表示
したものです。ただし、小
数点以下は切捨てとなる
ので、1ヶ月の合計単位数
で計算した場合、多少の
誤差が出ます。

20分未満 163単位 1,744円 175円 349円 524円

20分以上30分未満 244単位 2,610円 261円 522円 783円

1時間以上 567単位 6,066円 607円 1,214円 1,820円

30分以上1時間未満 387単位 4,140円 414円 828円 1,242円

生活援助が中心である場合

20分以上45分未満 179単位 1,915円 192円 383円 575円

1時間以上から計算し
て30分を増すごと

82単位 877円 88円 176円 264円

642円

身体介護を行った後に
引き続き20分以上の生
活援助を行った場合、
所要時間20分から計算
して25分を増すごと
（195単位を限度とする）

65単位 695円 70円 139円 209円

45分以上 220単位 2,354円 236円 471円 707円

②
加
算

緊急時訪問介護加算 下記説明※２ 100単位／回 1,070円 107円 214円 321円

初回加算 下記説明※１ 200単位／月 2,140円

深夜（22時～6時）に
訪問した場合

所定単位数　×　５０％

利用者の希望により2人の訪問介護員が訪問した場合 所定単位数　×　２００％

介護職員等処遇改善加算Ⅱ
介護報酬総単位数(基本サービス費＋各種加算等)
×サービス別加算率（22.4％）<１単位未満の端数四捨五入>×10.7<1円未満の端数
は切捨て>の1割～3割

早朝・夜間加算
早朝（6時～8時）又は
夜間（18時～22時）に
訪問した場合

所定単位数　×　２５％

深夜加算

214円 428円

利用者負担1割～3割分の
計算方法

①②③の計算による1ヶ月のサービス合計単位数×10.7×１０％、２０％または３０％

10.7 茅ヶ崎市の地域加算 （　　5級地　　）

所定単位数×９０％

②上記建物のうち、当該建物に居住する利
用の人数が１月あたり５０人以上の場合※３

所定単位数×８５％

③　上記①以外の範囲に所在する建物に居
住する者※３

利用者20人以上：所定単位数×９０％

④正当な理由なく、事業所において、前６月
間に提供した訪問介護サービスの提供総数
のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する
敷地内に所在する建物に居住する者（②に
該当する場合を除く）に提供されたものの占
める割合が100分の90以上である場合)※3

所定単位数×８８％

③
減
算

①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地
内に所在する建物に居住する者※３



別紙

単位数

※

２．国基準訪問型サービス（茅ヶ崎市）の介護報酬に係る費用（利用者負担1割～3割分）

利用料金

利用料
介護報酬総額

１割
負担額

２割
負担額

３割
負担額

備考

※１

※２

※３

指定訪問介護事業所において、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定
訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合又は当該指定訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しく
は初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合

利用者又はその家族からの要請に基づき、サービス提供責任者が指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携し、当該介護
支援専門員が必要と認めた場合に、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等が当該利用者の居宅サービス計画において計画的
に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊急に行った場合

当該減算が適用される場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数が算入されます。

区分

3,775円

訪問型独自サービス12
(1週あたりの標準的な回数を定める場合)

2,349単位 25,134円 2,514円 5,027円 7,541円

訪問型独自サービス11
(1週あたりの標準的な回数を定める場合)

1,176単位 12,583円 1,259円 2,517円

7,976円 11,964円

訪問型独自サービス21
(1月あたりの回数を定める場合)
標準的な内容の訪問型サービスであ
る場合

287単位 3,070円 307円 614円 921円

訪問型独自サービス13
(1週あたりの標準的な回数を定める場合)

3,727単位 39,878円 3,988円

所要時間20
分以上45分
未満の場合

訪問型独自サービス23
(1月あたりの回数を定める場合)
生活援助が中心である場合

220単位 2,354円 236円 471円 707円
所要時間45
分以上の場
合

訪問型独自サービス22
(1月あたりの回数を定める場合)
生活援助が中心である場合

179単位 1,915円 192円 383円 575円

642円

介護職員等処遇改善加算Ⅱ
介護報酬総単位数(包括報酬＋各種加算等)

×サービス別加算率（22.4％）<１単位未満の端数四捨五入>×
10.7<1円未満の端数は切捨て>の1割～3割

2,140円 214円 428円200単位上記説明※１初回加算

利用者負担１割～3割分の
計算方法

①②③④の計算による1ヶ月のサービス合計単位数×10.7×１０％、２０％または３０％

10.7 茅ヶ崎市の地域加算 （　　5級地　　）

事業所と同一建物の利用者50人以上に
サービスを行う場合

事業所と同一建物等に居住する利用者の
割合が100分の90以上の場合

④
減
算

所定単位数×８５％

所定単位数×８８％

③
加
算

①
基
本
額

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の
同一建物の利用者20人以上にサービスを
行う場合

所定単位数×９０％



別紙

４．運営規程に定められたその他の費用

４．通常のサービス提供を超える費用（利用者負担１０割分）

項目 金額 説明

介護保険外サービス 介護報酬の告示上の額と同額とします
区分支給限度額を超えてサービスを
利用したい場合など介護保険枠外の
サービス料金です。

キャンセル料

時期 キャンセル料

サービス利用日の２４時間前 無料

サービス利用日の１２時間前 介護報酬に係る利用者負担分相当額の５０％

サービス利用日の１２時間以内 介護報酬に係る利用者負担分相当額

　サービス利用日の午前０時を起算点とします。

項目 説明

交通費

　当事業所の通常の実施地域にお住いの方は無料ですが、それ以外の地域の方は

実施地域を越えた所から訪問介護員が訪問するための交通費がかかります。

尚、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。

　　社用車使用の場合：通常の実施地域を超えて1㎞につき燃料費30円

　　タクシー使用の場合：実費
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